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くりなみさかざき

　名古屋市では、地域の皆様とともに、有松の歴史を活かしたまちづくりに取り組んでいくため、

地域の皆様のご意見をお聞きしながら、有松町並み保存地区の見直しの検討を進めています。

（昨年度は８月、１２月、３月に住民説明会・意見交換会を開催しました。）

　このたび、町並み保存地区の見直し素案を作成いたしましたので、ご紹介します。

名古屋市 住宅都市局 歴史まちづくり推進室 　　担当 ： 坂崎、栗並、水谷

ＴＥＬ：052-972-2782　ＦＡＸ：052-972-4485 E-mail a2782@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

町並み保存地区の見直しに関するご意見やご質問は、歴史まちづくり推進室にお寄せください

有松の歴史的町並み と 良好な住環境 を継承していくために、
町並み保存地区の見直しを地域の皆様と進めています。

有松町並み保存地区の見直し素案
～ 活気ある東海道 と 住み続けられる環境 の両立をめざして ～

良好な住環境（低層の住宅地）の保全のため、

地区全体（名鉄と国道に囲まれた範囲）への
地区計画の区域拡大を検討しています。

歴史ある町並みや町家を保存・活用していくため、

東海道沿い（祇園寺～まつのね橋）において、

伝建地区制度の導入を検討しています。

みずたに

町並み保存地区

地区計画区域

地区計画区域

現行の地区指定

見直し素案
伝建地区

N

伝建地区制度の導入（東海道沿い） 地区計画の区域拡大（地区全体）伝建地区制度の導入（東海道沿い）

伝建地区・地区計画の区域の素案

地区計画の区域拡大（地区全体）

伝建地区における補助金・税の減免について

今後の進め方（イメージ）

地域住民の合意形成
（要望書等のとりまとめ）

有 松 の 歴 史 を 活 か し た ま ち づ く り の 本 格 展 開
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地域の活性化に向けた
・情報発信
・イベントの開催
・町家の活用　等

町並み保存地区の見直し（伝建地区・地区計画）
名古屋市 地　元

町並み・町家を活かした
まちづくり活動
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　伝建地区において、修理基準・修景基準に基づいて建造物の修理・修景を行う場合、必要な経費

の一部を補助します。また、主に伝統的建造物に関して、税の減免措置が図られます。

※補助金や税の減免の詳細については、現在、検討中です。

■補助金
建物の修理を行う際に、修理基準に基づいて外観の修復や耐震補強を行う

場合、必要な費用の一部を補助します。
伝統的建造物

建物の新築・増改築を行う際に、修景基準に基づいて外観を歴史的町並み
に調和したデザインとする場合、必要な費用の一部を補助します。

伝統的建造物
以外の建造物

伝統的建造物

対象となる建築物

伝統的建造物
以外の建造物

豊田市(足助)川越市金沢市 名古屋市

現行の補助金

補助率

限度額

補助率

限度額

8/10
1,500万円

7/10

700万円

8/10
1,600万円

6/10
600万円

8/10

5,000万円

6/10
500万円

7/10

500万円

6/10

300万円

伝建地区における補助金の例

■税の減免
相続税 固定資産税・都市計画税

伝統的建造物

伝統的建造物
以外の建造物

（国税） （市税）

建物
土地
建物
土地

財産評価額の3/10を控除

財産評価額の3/10を控除

全額免除

軽減措置を検討しています

－

－

－

軽減措置を検討しています

補助金を拡充
する方向で検討
しています。

地域住民の合意形成後、
手続きを進めます

町家を活かしたイベント等

素案の説明（町内～各戸単位）

案の作成・公表

権利者アンケート等の実施

国の選定（重伝建）

伝建地区・地区計画
の決定手続
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(保存版)
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